東日本国際大学儒学文化研究所と成均館大学校儒教文化研究所との
国際学術交流に関する協定書
日本国東日本国際大学儒学文化研究所と大韓民国成均館大学校儒教文化研究所の両者は、国際学術交流のために協力関係を推進しようとする相互の意志に基づき、以下のとおり協定を締結する。
第１条　両者は教育、研究、学術交流の諸分野において以下の事項についての協力に合意する。
　１）儒学関連研究を共通的に遂行・交流できる体制の構築
　２）相互の学者訪問及び研究の進行
　３）国際学術会議の共同主催
　４）学術資料、出版物及び情報の交流
　５）儒学研究の充実並びに発展のための協力体制の構築
第２条　資料交換、情報及び学術の交流は平等互恵の原則に基づき、両研究所の制度を尊重し、充分な協議を経て推進する。
第３条　本協定書の記載事項を実践するための具体的な事業計画は、両研究所の責任者の協議を経て決定する。
第４条　本協定は、両者の代表者が署名した日に発効する。協定の期限は締結の日から3年間とする。有効期限は両者に異議がない限り、引き続き3年単位で自動延長するものとする。
第５条　本協定は、両者の合意により改廃し得るものとする。
第６条　本協定書は日本語文、韓国語文により各2部作成し、双方各1部ずつ保管するものとする。それらは等しく正文である。
